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（続報）「カテコールアミン 3 分画」報告遅延の件 
 
 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。 

 

さて、下記項目の検査委託先にて、検査受託件数の急増に伴い検査処理能力を超える

事態となり、報告遅延が発生している旨を本年 1 月中旬にご連絡差し上げた処であります

（Information No.17-006a(本)※1）が、現在に至るも斯かる状況は解消しておりません。 

この間、検査委託先では事態の打開に向けて検査室オペレーションの見直しにより検査

処理能力の改善を図る傍ら、さらに抜本的な対策として測定機器の増設が予定されており

ます。但し、増設に当たっては若干のシステム開発が必要なため、実際の稼働開始は本年

6 月頃となる見込みとの事です。従いまして、それまでの間、一部報告において引き続き 

報告予定日が 1 日遅延する可能性がございます。 

先生方にはご迷惑をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程  

お願い申し上げます。 

敬具 

記 

■報告遅延対象項目 

頁 項目コード 検査項目名 

38 2144 カテコールアミン 3 分画 <血漿> 

38 2152 カテコールアミン 3 分画 <尿> 

38 2156 遊離カテコールアミン 3 分画 

 

以上 


